
川越駅西口市有地利活用事業基本方針（案）に対する意見募集の概要 

 

１． 意見募集の実施概要 

（１）実施期間 

   平成 26年 11月 27日（木）～平成 26年 12月 26日（金）（30日間） 

（２）周知方法 

  平成 26年 11月 25日号広報川越、市ホームページ及び説明会 

（３）案の閲覧方法 

 ①川越駅西口まちづくり推進室、市役所本庁舎５階都市計画課、各市民センター、南連絡

所及び本川越駅証明センターへの備付け 

②川越市ホームページからの閲覧 

（４）意見の提出方法 

  ①意見提出用紙に必要事項を記入の上、川越駅西口まちづくり推進室へ持参、郵送又は FAX 

②川越市ホームページからの提出 

 

２．意見募集の結果 

（１）応募者数  ４２名（３４名、８団体） 

（２）意見の数 １４１件 

（３）項目別意見数 

  ①４．事業の目的について               １件 

  ②５．導入機能（行政機能）について         １１件 

③５．導入機能（民間機能）について          ９件 

④５．導入機能（安全と潤いの機能）について     １２件 

⑤５．導入機能（自転車駐車場）について       １６件 

⑥５．導入機能（バス等発着機能）について      ２１件 

⑦５．導入機能（その他）について          １８件 

⑧６．事業手法の選定について             １件 

⑨７．整備の目標時期について             ３件 

⑩８．その他関連事項（県川越地方庁舎敷地）について ２０件 

⑪８．その他関連事項（歩行者用デッキ）について    ８件 

⑫市有地の利活用に関することについて        １６件 

⑬市有地の利活用以外について             ５件 

（４）意見の概要と意見に対する市の考え方 

  別紙１のとおり（なお、類似の意見はとりまとめています） 

 

３．基本方針（案）からの変更 

   ２箇所（別紙２のとおり） 

 

４．意見募集の結果の公表 

（１）公表の方法   

川越駅西口まちづくり推進室及び市ホームページ 

（２）公表期間  

①川越駅西口まちづくり推進室での閲覧 平成 27年 3月 23日から平成 27年 4月 21日 

②市ホームページでの公開            平成 27年 3月 23日から 

    


